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第
百

七

十
号
議
案
　
都
道
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
七
十
号
議
案

都
道
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

都
道
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

都
道
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
（
第
一
条
・
第
二
条
）
」
を
「
（
第
一
条
─
第
二
条
の
二
）
」
に
改
め
、
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
の

構
造
」
を
、
「
立
体
横
断
施
設
」
、
「
乗
合
自
動
車
停
留
所
」
、
「
路
面
電
車
停
留
場
等
」
及
び
「
自
動
車
駐
車
場
」
の
下
に
「
の
構
造
」
を
加

え
、
「
第
七
章　

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
施
設
等
（
第
二
十
六
条
─
第
二
十
九
条
）
」
を

「
第
七
章　

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
構
造
（
第
二
十
六
条
─
第
三
十
六
条
）　
　
　
　
　
　

第
八
章　

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
施
設
等
（
第
三
十
七
条
─
第
四
十
条
）
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
自
転
車
歩
行
者
道
」
の
下
に
「
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
（
道
路
法
第
四
十
八
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
自

転
車
歩
行
者
専
用
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
歩
行
者
専
用
道
路
（
同
項
に
規
定
す
る
歩
行
者
専
用
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、

「
自
動
車
駐
車
場
」
の
下
に
「
若
し
く
は
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
」
を
、
「
必
要
な
幅
員
」
の
下
に
「
又
は
都
道
に
お
け
る
道
路
構
造
の
技
術
的

基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
の
歩
行
者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る
部
分
の
幅
員
」
を
加

え
る
。

　

第
一
章
中
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
災
害
等
の
場
合
の
適
用
除
外
）

第
二
条
の
二　

災
害
等
の
た
め
一
時
使
用
す
る
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
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二

で
き
る
。

　

「
第
二
章　

歩
道
等
」
を
「
第
二
章　

歩
道
等
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
の
構
造
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
設
け
る
都
道
」
の
下
に
「
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
及
び
歩
行
者
専
用
道
路
」
を
加
え
る
。

　

第
四
条
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
歩
道
等
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
若
し
く
は
歩
行
者
専
用

道
路
（
以
下
「
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
当
該
歩
道
等
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
者
」
の
下
に
「
（
以
下
「
車
椅
子
使
用
者
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

　

「
第
三
章　

立
体
横
断
施
設
」
を
「
第
三
章　

立
体
横
断
施
設
の
構
造
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
中
「
以
下
同
じ
。
）
、
」
を
「
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
」
に
改
め
る
。

　

「
第
四
章　

乗
合
自
動
車
停
留
所
」
を
「
第
四
章　

乗
合
自
動
車
停
留
所
の
構
造
」
に
改
め
る
。

　

「
第
五
章　

路
面
電
車
停
留
場
等
」
を
「
第
五
章　

路
面
電
車
停
留
場
等
の
構
造
」
に
改
め
る
。

　

「
第
六
章　

自
動
車
駐
車
場
」
を
「
第
六
章　

自
動
車
駐
車
場
の
構
造
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
及
び
」
を
「
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
本
文
中
「
及
び
自
動
車
駐
車
場
」
を
「
、

自
動
車
駐
車
場
及
び
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
及
び
自
動
車
駐
車
場
の
路
面
」
を
「
、
自
動
車
駐
車
場
及
び
旅
客

特
定
車
両
停
留
施
設
の
路
面
又
は
床
面
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

　

第
二
十
八
条
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
休
憩
の
用
に
供
す
る
設
備
を
一
以
上
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
旅
客
の
円
滑

な
流
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３　

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
優
先
席
（
主
と
し
て
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
優
先
的
な
利
用
の
た
め
に
設
け
ら
れ
る
座
席
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
付
近
に
、
当
該
優
先
席
に
お
け
る
優
先
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
表
示
す
る
案
内
標

識
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。



三

第
百

七

十
号
議
案
　
都
道
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

第
二
十
八
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、
「
及
び
自
動
車
駐
車
場
」
を
「
、
自
動
車
駐
車
場
の

通
路
及
び
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
が
敷
設
さ
れ
た
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
通
路
と
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
乗
降

口
に
設
け
る
操
作
盤
、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
設
備
（
音
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
便
所
の
出
入
口
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項

及
び
第
三
項
の
基
準
を
満
た
す
乗
車
券
等
販
売
所
と
の
間
の
経
路
を
構
成
す
る
通
路
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
を
敷
設
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
視
覚
障
害
者
の
誘
導
を
行
う
者
が
常
駐
す
る
二
以
上
の
設
備
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
二
以
上
の
設
備
間
の
誘

導
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
設
備
間
の
経
路
を
構
成
す
る
通
路
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３　

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
階
段
、
傾
斜
路
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
上
端
及
び
下
端
に
近
接
す
る
通
路
に
は
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ

ク
を
敷
設
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
七
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

　

第
二
十
六
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

３　

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
、
傾
斜
路
、
便
所
、
乗
車
券
等
販
売
所
、
待
合
所
、
案
内
所
若
し
く
は
休
憩
設

備
（
第
五
項
に
お
い
て
「
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
に
規
定
す
る
案
内
板
そ
の
他
の
設
備
の
付
近
に
は
、

こ
れ
ら
の
設
備
が
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
案
内
標
識
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

４　

前
項
の
案
内
標
識
は
、
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

５　

公
共
用
通
路
に
直
接
通
じ
る
出
入
口
の
付
近
に
は
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備
（
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当

し
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
昇
降
機
を
設
け
な
い
と
き
は
、

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の
施
設
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
配
置
を
表
示
し
た
案
内
板
そ
の
他
の
設
備

を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備
の
配
置
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



四

６　

公
共
用
通
路
に
直
接
通
じ
る
出
入
口
の
付
近
そ
の
他
の
適
当
な
場
所
に
、
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
構
造
及
び
主
要
な
設
備
の
配
置
を
音
、

点
字
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
視
覚
障
害
者
に
示
す
た
め
の
設
備
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

　

第
七
章
中
第
二
十
六
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。

　

第
七
章
を
第
八
章
と
し
、
第
六
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

　
　
　

第
七
章　

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
構
造

（
通
路
）

第
二
十
六
条　

公
共
用
通
路
（
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
旅
客
特
定
車
両
（
道
路
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
建
設
省
令
第
二
十
五
号
）
第
一

条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
停
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
内
に
お
い
て
常
時
一
般
交
通
の
用
に

供
さ
れ
て
い
る
一
般
交
通
用
施
設
で
あ
っ
て
、
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
外
部
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
旅
客
特
定
車
両
の

乗
降
口
に
至
る
通
路
の
う
ち
、
乗
降
場
ご
と
に
一
以
上
の
通
路
の
構
造
は
、
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
一
以
上
の
通
路
（
以
下
「
移
動
等
円
滑
化
が
行
わ
れ
た
通
路
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
床
面
に
高
低
差
が
あ
る
場
合
は
、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
又
は
傾
斜
路
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た

す
昇
降
機
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
隣
接
し
て
お
り
、
か
つ
、
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
と
一
体
的
に
利
用
さ
れ
る
他
の
施
設
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
第

二
十
八
条
の
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
又
は
傾
斜
路
（
第
二
十
九
条
の
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
高
齢

者
、
障
害
者
等
が
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
旅
客
特
定
車
両
が
停
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
内
に
お
い
て
常
時
公
共
用
通
路
と
旅
客
特
定
車

両
の
乗
降
口
と
の
間
の
移
動
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

４　

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
通
路
の
構
造
は
、
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

（
出
入
口
）

第
二
十
七
条　

移
動
等
円
滑
化
が
行
わ
れ
た
通
路
及
び
公
共
用
通
路
の
出
入
口
の
構
造
は
、
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
）



五

第
百

七

十
号
議
案
　
都
道
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
二
十
八
条　

移
動
等
円
滑
化
が
行
わ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
構
造
は
、
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

（
傾
斜
路
）

第
二
十
九
条　

移
動
等
円
滑
化
が
行
わ
れ
た
通
路
に
設
け
る
傾
斜
路
の
構
造
は
、
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
構
造
上

の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

移
動
等
円
滑
化
が
行
わ
れ
た
通
路
に
設
け
る
傾
斜
路
の
床
の
表
面
は
、
平
た
ん
で
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
）

第
三
十
条　

移
動
等
円
滑
化
が
行
わ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
構
造
は
、
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

２　

移
動
等
円
滑
化
が
行
わ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
は
、
当
該
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
行
き
先
及
び
昇
降
方
向
を
音
声
に
よ
り
知
ら

せ
る
設
備
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
階
段
）

第
三
十
一
条　

移
動
等
円
滑
化
が
行
わ
れ
た
通
路
に
設
け
る
階
段
の
構
造
は
、
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

（
乗
降
場
）

第
三
十
二
条　

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
乗
降
場
の
構
造
は
、
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

（
運
行
情
報
提
供
設
備
）

第
三
十
三
条　

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
は
、
旅
客
特
定
車
両
の
運
行
に
関
す
る
情
報
を
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の
設
備
及
び
音
声
に
よ

り
提
供
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
設
備
が
な
い
場
合
そ
の
他
技
術
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
便
所
）

第
三
十
四
条　

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
設
け
る
便
所
の
構
造
は
、
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

（
乗
車
券
等
販
売
所
、
待
合
所
及
び
案
内
所
）

第
三
十
五
条　

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
乗
車
券
等
販
売
所
を
設
け
る
場
合
、
そ
の
う
ち
一
以
上
は
、
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
構
造
と
す



六

る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
待
合
所
及
び
案
内
所
を
設
け
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３　

乗
車
券
等
販
売
所
又
は
案
内
所
（
勤
務
す
る
者
を
置
か
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
聴
覚
障
害
者
が
文
字
に
よ
り
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
の

設
備
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
設
備
を
保
有
し
て
い
る
旨
を
当
該
乗
車
券
等
販
売
所
又
は
案
内
所
に
表
示
す
る
も
の

と
す
る
。

（
券
売
機
）

第
三
十
六
条　

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
乗
車
券
等
販
売
所
に
券
売
機
を
設
け
る
場
合
、
そ
の
う
ち
一
以
上
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な

利
用
に
適
し
た
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
乗
車
券
等
の
販
売
を
行
う
者
が
常
時
対
応
す
る
窓
口
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
新
設
又
は
改
築
の
工
事
中
（
新
設
又
は
改
築
の
工
事
の
設
計
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
を
含
む
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
都
道
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
及
び
歩
行
者
専
用
道
路
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
条
例
第
四
条
か
ら
第
六

条
ま
で
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
新
設
又
は
改
築
の
工
事
中
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
条
例
第
七
章
、
第
三
十
七
条
第
三
項
か

ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。



七

第
百

七

十
号
議
案
　
都
道
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
提
案
理
由
）

　

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
構
造
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
国
土
交
通
省
令
第
十
二
号
）
の
施
行
に
よ
る
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
構
造

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
六
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。


